
○大野市地下水保全条例 

昭和52年11月10日 

条例第25号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、冬期において地下水の水位が著しく低下し市民生活に支障をきたし

ていることにかんがみ、これを防止し、地下水を保全するため必要な事項を定め、もっ

て市民の生活用水を確保することを目的とする。 

 

(用語の意義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 地下水採取者 抑制地域内において揚水施設を用いて地下水を採取する者 

(2) 抑制地域 地下水の低下により市民生活に支障を及ぼすおそれがあるため地下水

使用の抑制を図る地域で、規則に定める地域 

(3) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口が規則で

定める断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)以上のもの 

 

(市の責務) 

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の施策を行うものとする。 

(1) 地下水の保全に関し必要な調査及び地下水の状況その他必要な事項の広報 

(2) 地下水のかん養及び代替水源対策の推進 

(3) 地下水の合理的な利用のための施設の設置、改善に係る技術的な助言及びこれに要

する資金のあっせん並びに援助 

 

(地下水採取者の責務) 

第4条 地下水採取者は、地下水の循環再利用施設又は代替水源施設の設置等により、地

下水の節水に努めるものとする。 

 

(市民の責務) 

第5条 市民は、地下水の節水に努めるとともに地下水保全対策に協力するものとする。 

 

(地下水採取の届出) 

第6条 抑制地域において揚水施設を用いて地下水を採取しようとする者は施設工事に着

手する30日前までに規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければなら

ない。 

(1) 氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名)及び住所 

(2) 揚水施設の位置及び構造 



(3) 揚水機の性能及び1日の揚水量 

(4) 採取する地下水の用途 

 

(既採取者の届出) 

第7条 この条例施行の際、既に地下水を採取している者(以下「既採取者」という。)は、

この条例施行の日から起算して60日以内に前条に掲げる事項を市長に届け出なければ

ならない。 

 

(変更等の届出) 

第8条 前2条の届出をした者は、当該届出に係る揚水施設の位置及び構造又は内容を変更

しようとするときは、変更の工事に着手する30日前までに変更に係る事項を市長に届け

出なければならない。 

2 前2条の地下水採取者が揚水施設の廃止をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出

なければならない。 

 

(水量測定器の設置等) 

第9条 地下水採取者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、毎月の採取

量を市長に報告しなければならない。 

 

第10条 この条例施行の際、既採取者となっている者は、この条例施行の日から1年以内

に水量測定器を設置し、毎月の採取量を市長に報告しなければならない。 

 

(改善勧告等) 

第11条 市長は、第1条の目的を達成するため地下水採取者に対し次の措置を要請するこ

とができる。 

(1) 揚水施設の改善 

(2) 地下水再利用施設の設置又は改善 

(3) その他必要な事項 

2 市長は、前項の要請に応じない地下水採取者に対し期限を定めてその措置を行うよう

勧告することができる。 

3 市長は、前2項の規定により地下水採取者が講じた措置について報告を求めることがで

きる。 

 

(公表) 

第12条 市長は、次の各号の1に該当する者があるときは、その氏名等を公表することが

できる。 

(1) 第6条、第7条及び第8条第1項の規定による届出をしないとき。 

(2) 第9条及び第10条の規定による水量測定器を設置しないとき。 



(3) 前条第2項の勧告に応じないとき。 

 

(融雪装置の使用の制限) 

第13条 抑制地域においては道路法(昭和27年法律第180号)第3条に定める道路及びこれ

に準ずる公益上必要な通路、広場その他特別の事由により真にやむを得ないものを除き、

当分の間、融雪のため地下水を使用してはならない。 

2 前項で使用を認めた道路法第3条に定める道路及びこれに準ずる公益上必要な道路、広

場の融雪装置の使用にあっては、規則で定める基準に従わなければならない。 

 

(審議会の意見聴取) 

第14条 市長は、第2条第2号に定める抑制地域及び同条第3号に定める吐出口の断面積の

決定又は変更しようとするときは、大野市地下水対策審議会及び大野市環境保全対策審

議会の意見をきくものとする。 

 

(立入調査) 

第15条 市長は、この条例の施行に関し必要がある場合は、地下水採取者に対し必要な報

告を求め、又は職員をして当該施設に立入調査を行わせることができる。 

2 前項の立入調査に関しては、大野市環境保全条例(昭和49年条例第16号)第46条第2項の

規定を準用する。 

 

(規則への委任) 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和52年12月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例施行の際、既に揚水施設の設置工事に着手している者は、既採取者とみなす。 

3 この条例施行の際、既に水量測定器を設置している既採取者は、第9条の規定による水

量測定器を設置したものとみなす。 

 

附 則(昭和59年条例第29号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成8年条例第20号) 

この条例は、公布の日から施行する。 


